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１ はじめに 

芽室町が実施する公の施設の指定管理について、指定管理者による適正な管理運

営と一層のサービス向上を目的として、令和５年度の事業評価を実施したので、そ

の結果を報告します。 

 

 

２ 評価方法 

評価は、指定管理者から毎年度提出される「事業報告書」をもとに、評価委員会

で①個別事項の点数評価と、②総合評価をもって評価を実施しました。 

 

 

３ 評価の考え方 

（１）個別事項の点数評価 

   点数評価は、５段階区分で実施し各委員が点数を付したものの平均値を取った

ものが個別事項の評価点となります。各委員の評価は次のとおり５段階で実施し

ています。（４点及び２点は、下記評価基準の中間点です。） 

５点 評価項目について、「特に優れている」もの 

３点 評価項目について、「適当である」もの 

１点 評価項目について、「改善を要する」もの 

 

（２）総合評価の考え方 

   個別事項の点数評価の平均値から、次のとおり総合評価を行いました。 

５点       Ｓ：特に優れている。 

５点未満～４点  Ａ：優れている。 

４点未満～３点  Ｂ：適当 

３点未満～２点  Ｃ：改善を要する。 

２点未満～０点  Ｄ：特に改善を要する。 
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４ 評価委員会委員 

役 職 氏 名 備 考 

委員長 佐野 寿行 副町長 

委 員 小寺 典子 民間人有識者 

委 員 谷口 尚広 民間人有識者 

委 員 田原 あや子 民間人有識者 

委 員 佐々木 快治 総務課長 

委 員 佐藤 季之 都市経営課長 

 

５ 評価委員会開催経過 

第１回 令和６年９月３日（火）18:25～19:05（評価方法確認、評価・採点、最

終確認）
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令和５年度分 評価結果 

施設名 めむろ駅前プラザ 

指定管理者 芽室町商工会 指定期間 R3.4.1～R8.3.31 
 

評価項目 評価点(５～１) 意見等 

サービス

提供 

サービス向上、利用促進 3.33 
夜間使用においても、管理人との

連携が取れている。 

利用者意見（苦情含む）対応 3.00 
適正に利用者意見（苦情含む）対

応がなされている。 

接遇 3.00 
接遇セミナーを実施することが

できなかった理由の報告が必要

である。 

施設維持

管理 

適切な施設、設備、備品の維持

管理 
3.16 

法定点検等は適正に行われてい

る。利便性を損ねない範囲での修

繕を実施している。 

安全管理の取組 3.16 
適切な安全管理の取組がなされ

ている。 

歳入歳出 

予算の適正執行 3.33 予算は適正に執行されている。 

経費縮減の取組 3.50 
夜間利用時も照明の間引きによ

る縮減取組がこまめに行われて

おり評価できる。 
 

確認項目 適・不適 意見等 

施設の設置目的に沿った管理運営 適 適切に運営されている。 

適正な使用料の徴収・管理 適 適切に運営されている。 

法令順守 

（地方自治法、個人情報保護法など） 
適 適切に運営されている。 

 

総合評価（Ｓ：特に優れている。Ａ：優れている。Ｂ：適当 Ｃ：改善を要する。 Ｄ：特に改善を要する。） 

 
Ｂ 

（3.21） 

意見等 

利用者に対する接客対応が丁寧であり、商工会閉所時も管理人との連

携が取られており好感が持てる。 

物価高騰の中であるが照明のLED化の実施により、経費縮減に繋がっ

ている。 

 

 
 


